
要回覧

み春野自治会員の皆様へ

今月は以下が回覧されています。

会員の皆様には自治会から発信されている文書には必ず一度目を通して頂くようお願いします。

ご家族全員で情報共有頂きますようお願いします。

回　覧 発　信　番　号 部　数

○ み自発第２５-６４号 み春野自治会たより第１０号 回覧部数分

○ み自発第２５-６５号 会計月次報告（令和８年１月度） 回覧部数分

○ み自発第２５-６６号 み春野自治会から地域の皆様にお願い 通年回覧

〇 み自発第２５-６７号 令和８年度　班長、副班長　選出のお願い
班長・副班長分

(各班1枚)

〇 み自発第２５-６８号 「参加しましょう！」自宅に居ながら参加できる“防災訓練” 全戸配布分

〇 千葉市シルバー人材センター　会員募集中 回覧部数分

○ 学校だより　No.１１（こてはし台小学校） 回覧部数分

○ 学校だより　ゆずりは　第１０号（こてはし台中学校） 回覧部数分

令和7年度　第10回班長会議　回覧・配布資料一覧

令和8年2月15日

み春野自治会

文　書　タ　イ　ト　ル



通年回覧 み春野自治会から地域の皆様にお願い み自発第 25－66号 

最近 道路や公園でこんな光景

見かけませんか！ 
【見えています あなたのマナー】 

空き缶やごみの投げ捨て ペットの糞尿を放置 

路上での喫煙 吸い殻のポイ捨て 

まちのマナーは、ひとり一人の行動から 
●ペットのﾌﾝは持ち帰りましょう。排尿はペットボトルの水で洗い流しましょう。 

●路上喫煙、ポイ捨ては禁止されています。（道路や公園は公共の場所、規制対象）

●ごみは持ち帰りましょう。（空き缶等の散乱防止は規制対象） 

小さな思いやりが、地域の美化と安心につながります。 

千葉市受動喫煙SOS情報受付窓口

電話０４３－２４５－５２０１千葉市健康推進課

ポイ捨てによる火災危険があるときは

電話043－202－1613消防局予防課 

近所の犬・猫で困っているときは

（排泄物の不始末などに関することを含む。）

電話０４３－２５８－７８１８千葉市動物保護指導センター 
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全 戸 配 布 

み自発第２５－６８号 

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ５ 日 

 

「参加しましょう！」自宅に居ながら参加できる“防災訓練” 

“「安否カード」の掲出をお願いします” 

日 時 令和８年３月１５日（日） 
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会 員 

■「安否カード」の掲出 

 在宅者の無事を知らせる桃色のラミネートカード（A５サイズ）を 9 時

３０分頃までに玄関ドア、門扉、郵便受けなどに掲出してください。 

 なお、防災無線の放送が聴きとれた方は、その場で「地震の揺れから身

の安全を確保する姿勢」をとってください。 

班 長 

副班長 

■班内各世帯の「安否確認」 

 ９時４５分を目安に班内を巡回し、「安否カード」の掲出状況を報告用の

様式（訓練用の白色の用紙）に記入のうえ１０時開催の班長会議の受付に

提出してください。 

役 員 

■総合訓練 

・地域避難施設（集会所）の開設に係る参集・初動対応（実動） 

・安否の集計（実動） 

・避難行動要支援者の避難支援（図上） 

・地域避難施設の火災防護（自衛消防訓練）（実動） 

・薄暮期における避難誘導対応（実動） 

・無線局の開局・運用（実動） 

・マップ更新及び「在宅避難啓発資料」の作成・配布（事前実施） 

１ 会員向け留意事項 

（１）  外出予定の方は、外出前に「安否カード」を掲出してください。 

（２）  「安否カード」を提出いただけた世帯を訓練参加者１人としてカウントします。 

（３）  訓練参加者１人あたり１５０円の助成金が千葉市から自治会に交付されます。 

 助成金は自治会における収入として会計に計上し、訓練の都度更新している避難

支援マップの作成費など、訓練の準備及び実施に要した経費に充当します。 

（４）  今回の訓練に併せて、各ご家庭におかれましては、戸別配布済みの「み春野オリ

ジナル“在宅避難の啓発資料”」や５月の回覧でお知らせした「千葉市作成 分散

避難パンフレット」（自治会のホームページにリンクを掲載）を参考に備蓄や家具

類の転倒防止措置など、地震への備えを実践していただくようお願いします。 

２ 班長・副班長向け留意事項 

（１）  安否確認の集計に用いる報告用のフォルダ及び様式類は、５月期の班長会議時に

各班の班長に配布済みです。 

 今回は、訓練なので「白色」の様式を使用します。「色紙」の様式は災害時に使

用するものです。誤りのないようお願いします。 

（２）  巡回確認後の 10 時開催の班長会議への出席は、班長または副班長のいずれか 1

名に限ります。出席者は、①在宅者安否集計表、②在宅者安否確認状況シート（回

覧ルート毎）を持参し、受付に提出してください。 

なお、巡回ルートは回覧ルートに準じて区分されています。班長会議の出席者は、

班内ルート毎の結果を集計表にまとめ持参してください。 

（３）  班長のみが訓練参加するのか又は班長及び副班長それぞれが訓練参加するのか

については、班長と副班長が事前に話し合い決定したうえで当日に臨んでください。 

 訓練の実績を即日集計し、千葉市に報告するので班長、副班長の双方が欠席する

ことのないよう必ず御一方は訓練参加いただきますようお願いします。 



安否カードの掲出例 

安否カードは“桃色のラミネートカード（A５サイズ）”です。 

 

  

「安否確認・避難ツール」一式 ドアノブ掲出例（穴あけ・紐とおし） 

  

門扉掲出例（穴あけ・紐とおし） 郵便受け掲出例（穴あけ・紐とおし） 

  

窓ガラス掲出例 駐車車両ワイパー部掲出例 

１ 適宜、穴あけ・紐をとおすなど、掲出し易いように加工してください。 

２ 班や回覧ルート内で掲出方法を統一いただくことも有効かつ効率的です。 

※イラストは写真画像を生成 AI によりデフォルメ加工し使用しています。 






